
学校法⼈⻘森⼭⽥学園への寄付⾦に対する税法上の優遇措置について 
―法⼈・企業等の場合― 

 
学校法⼈⻘森⼭⽥学園 

法⼈本部 総務部 
 
法⼈・企業等からの学校法⼈⻘森⼭⽥学園への寄付⾦については、法⼈税の確定申告に際し、当該事業

年度の損⾦に算⼊されますが、寄付⾦制度の種類により下記のいずれかの優遇措置が受けられます。 
 

記 

【１】受配者指定寄付⾦制度 

⽇本私⽴学校振興・共済授業団を通じて、寄付者が指定した学校法⼈に寄付する制度で、寄付⾦の全 
額が当該事業年度の損⾦に算⼊できます。 

 
損⾦算⼊限度額：全額を損⾦に算⼊可能 

 

【２】特定公益増進法⼈に対する寄付⾦制度 

特定公益増進法⼈（学校法⼈等）に対する寄付⾦として寄付いただいた場合は、⼀般の寄付⾦の損⾦ 
算⼊限度額と別枠で、損⾦算⼊することができます。（特別損⾦算⼊限度額） 

 
特別損⾦算⼊限度額：（資本⾦等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%）×1/2 

 
 

※申込⼿続〜寄付⾦受領書送付までの流れは、裏⾯に記載 
 

（例）A 社（資本⾦ 2 億円・当該事業年度所得 2,000 万円）から 200 万円のご寄付の場合 

【１】 受配者指定寄付⾦制度 
   200 万円のご寄付 → 200 万円（全額）損⾦とし算⼊可能 
【２】 特定公益増進法⼈に対する寄付⾦制度 
  ｛（2 億円×0.375%）＋（2,000 万円×6.25%）｝×1/2＝100 万円（特別損⾦算⼊限度額） 

｛（2 億円×0.25%）＋（2,000 万円×2.50%）｝×1/4＝25 万円（⼀般損⾦算⼊限度額）         
損⾦算⼊できる⾦額合計：125 万円 

 
以上 

本件に関するお問い合わせ 
 
学校法⼈⻘森⼭⽥学園 法⼈本部総務部 寄付⾦担当 
〒030-0943 ⻘森県⻘森市幸畑 2-3-1 TEL:017-728-8001 FAX:017-728-8282 



①申込に係る必要書類（様式 A、様式 1-1）をご提出いただき、青森山田学園へ寄付金をお振り込みください。
②提出書類と入金を確認し次第、青森山田学園から日本私立学校振興・共済事業団へ寄付金を送金します。
　青森山田学園発行の「寄付金受領証明書」を一時的に送付いたします。　※注１
③日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」を青森山田学園経由で送付いたします。　※注２※注３
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（青森山田学園経由）

①必要書類の提出
寄付金のお振り込み

②青森山田学園から
　　　　寄付金を送金

②青森山田学園発行の
　「寄付金受領証明書」を送付　

③日本私立学校振興・共済事業団発行の
　「寄付金受領書」を青森山田学園経由で送付　

※注１

※注２※注３

お申込手続き～受領書送付
フローチャート

注１　本学発行の「寄付金領収証明書」では、受配者指定寄付金制度を受けられません。
　　　必ず日本私立学校振興・共済事業団が発行した「寄付金受領書」を損金処理の際にはご使用願います。
注２　日本私立学校振興・共済事業団が発行した「寄付金受領書」の日付は、本学から事業団へ送金した日付になります。
注３　日本私立学校振興・共済事業団が発行した「寄付金受領書」がお手元に届くまで、２ヶ月程度期間を要します。
　　　予めご了承願います。

【１】受配者指定寄付金制度

【２】特定公益増進法人に対する寄付金制度
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①必要書類の提出
寄付金のお振り込み

②青森山田学園発行の「寄付金受領証明書」
　「特定公益増進法人であることの証明書」の写しを送付

損金処理の際に必要で、本学からお渡しする書類

・青森山田学園発行の「寄付金受領証明書」
・「特定公益増進法人であることの証明書」の写し

損金処理の際に必要で、
　　　　　本学からお渡しする書類

・日本私立学校振興・共済事業団発行の
　「寄付金受領書」

①申込に係る必要書類（様式Aのみ）をご提出いただき、青森山田学園へ寄付金をお振り込みください。
②提出書類と入金を確認し次第、青森山田学園発行の「寄付金受領書証明書」と「特定公益増進法人であることの証明書」
　の写しを送付いたします。



（様式 A） 

青森山田学園応援基金申込書（法人・企業等） 
 

申込日     年   月   日 
学校法人青森山田学園 
理事長 岡 島 成 行 殿 
 
学校法人青森山田学園応援基金に賛同し、寄付を申し込みます。 
 

 
住   所  〒         
 

                                      
    ふ り が な 

企 業 名                      
 
代表者名                      

 
            電話番号                  
 

寄 付 金 額  金         円也 

振込金融機関名               

       払 込 予 定 日       年  月  日 

 
 
優遇制度をご希望の場合は、以下のいずれかの制度に☑を入れてください。 
 

【１】受配者指定寄付金制度   □ 
※様式 A（本紙）と様式 1-1をご提出ください 

 
【２】特定公益増進法人に対する寄付金制度 □ 

※様式 A（本紙）をご提出ください 
 
ご寄付をいただいた方のご芳名を掲載させていただく場合がございます。 
掲載についての意思表示を○で囲んでください。 

 
掲載してもよい     掲載を希望しない 

 
※ご寄付をいただいた方の個人情報については、お礼状・受領証明書の発送、寄付者名簿等作成のために利用させ

ていただきます。 
 

ＦＡＸ番号  青森山田学園 応援基金  017-728-8282 



年 月 日

　　理 事 長　殿

（寄付申込者）

〒 －

住所

電話番号

社名

代表者名

１ 金 円

２ 年 月 日

３

４

（注）

寄付金払込期日

学校法人を経由して提出してください。

　・当該寄付により、寄付によって設けられた設備を専属的に利用することその
　　他特別の利益を受けることがありません。
　・税制上の不当な軽減を企図したものではありません。
　・子弟等の入学に関するものではありません。
　・反社会的勢力(※)との関係がなく、かつ将来にわたり関係を持たないことを
　　表明します。
　(※)暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人。

確認事項

寄付金の額

（様式１-１）

寄　付　申　込　書

　私立学校法第３条に規定する学校法人が設置する学校教育法第１条に規定する
学校（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園を含む。）及び学校法人（私立

学校法第６４条第４項の準学校法人を含む。）が設置する専修学校の教育若しく

は研究に必要な費用又は基金に充てるために、下記のとおり寄付を申し込みます

。

指定学校法人

日本私立学校振興・共済事業団
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